
項目 内容 詳細情報

全般
『マンション管理・再生ポータルサイト』
国の施策動向等の最新の情報を分かりやすく入手できます。
https://www.mansion-info.mlit.go.jp/

国土交通省

相談
日常の管理組合運営や建物・設備の維持管理等に関して困ったこと、
分からないこと等について電話、面談、メール等による相談
①管理組合運営、管理規約等の相談
②建物・設備の維持管理の相談

公益財団法人
マンション管理
センター
①03-3222-1517
②03-3222-1519

長期
修繕計画

『長期修繕計画作成・修繕積立金算出サービス』（有料）
現在の長期修繕計画や修繕積立金の額を見直しする際やその内容が
適切かチェックする際に、比較検討の目安（参考資料）として利用可能

公益財団法人
マンション管理
センター
03-3222-1519

修繕

①『マンションライフサイクルシミュレーション～長期修繕ナビ～』（無料）
マンションの規模、築年数などに応じた「平均的な大規模修繕工事費用」
や、今後40年間の「修繕積立金の負担額」「修繕積立金会計の収支」
などを試算可能
https://www.jhf.go.jp/simulation_loan/m-simulation/index.html

②『大規模修繕の手引き』
マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイントを紹介
https://www.jhf.go.jp/kanri/mansion_info/shuzen_guidebook.html 

独立行政法人
住宅金融支援
機構

①03-5800-8159
②03-5800-8163

修繕工事
『大規模修繕工事 入札代行サービス』（有料）
なりすましや談合などリスクが大きいとされている業者選定を第三者
である公的団体の入札システムを用いて行うことで、透明性・公平性を
確保した業者選定の実現を支援するサービスです。
https://www.yokohama-kousya.or.jp/manage/tender_management.php

横浜市住宅供給
公社
マンション管理
事業課
045-451-7780 

横浜市

管理組合向け
支援制度一覧

公的団体のお役立ち情報 ※詳細は、各サイトやお電話等でお問合せください。

マンションの支援制度に関する相談窓口

発行元：横浜市建築局住宅再生課
TEL：045-671-2954 E-mail：kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp
※掲載内容は令和８年４月時点の情報です。

横浜市では、分譲のマンションや団地のお困りごとや
活動段階に応じて、さまざまな制度をご用意しています。
お気軽にご相談ください

■このリーフレットの掲載内容
 お困りごと別にまとめた市の支援制度・・・・中面
 他の公的団体や民間のお役立ち情報・・・・・裏面

横浜市版大規模修繕工事費用シミュレーター
（提供：株式会社スマート修繕）

長期修繕計画データ化サービス
（提供：株式会社オプテージ「マンション修繕なび」）

お手元の大規模修繕工事の
見積書の写真やデータを
アップロードすることで、
費用相場や相場との価格差
の査定を受けられます。
（無料）

書類やPDF形式の長期修繕
計画をデータ化し、将来的
な費用・赤字リスク・工事
予定・積立金の状況が一目
で分かるようになります。
（無料）

民間企業の先進的なサービスの情報 ※詳細は、各サイトをご覧ください。

横浜市住宅供給公社
街づくり事業課

横浜市神奈川区栄町８－１ 
ヨコハマポートサイドビル５階
TEL：045-451-7740
＜アクセス＞ 横浜駅きた東口から徒歩15分

横浜市建築局
住宅再生課、住宅政策課（市庁舎24階）
建築防災課（市庁舎25階）
横浜市中区本町６－50－10
＜アクセス＞
みなとみらい線 馬車道駅  １C出入口直結
JR・市営地下鉄 桜木町駅  徒歩３分

登録者増えてます！
LINE公式アカウント「横浜市マンションお役立ち情報」
マンション管理組合や居住者の皆さまに、管理運営に必要な情報を
お届けし、情報不足による不利益を防ぐための配信を行っています。

ご存知ですか？
「ヨコハマ分譲マンションポータル」
マンションに関する基礎知識や支援制度などさまざまな情報を
まとめたポータルサイトを公開しています。

一部の横浜市の支援制度を利用する際に登録が必要になります。
【問合せ先】横浜ﾏﾝｼｮﾝ管理組合ﾈｯﾄﾜｰｸ（委託先）

TEL 341-3160 / 10:00～16:00 (水日祝除)

マンションの支援制度に関する相談窓口

「マンション登録制度」

表面裏面



お困りごと 制度名 内容 条件等 問合せ先

管理組合活動がきちんとできていない
 ・管理規約を見直したことがない
 ・理事会、総会が開催されていないなど

【専門家派遣】
１. 管理組合活動活性化支援

管理規約の必要性や総会等の開催の重要性など組合運営について
ﾏﾝｼｮﾝ専門家（ﾏﾝｼｮﾝ管理士・建築士・弁護士等）を派遣し相談に 
応じます。

組合活動が活発でない、管理規約がない等のﾏﾝｼｮﾝが対象
年度当たり７回、計15回まで、通算４か年まで
支援に関する費用は無料

横浜市住宅供給公社（委託先）
街づくり事業課
TEL 451-7740 / 9:00～17:00 (土日祝除)

管理組合の日々の運営に困っている
・役員のなり手がいない
・管理規約の見直し方が分からない

建物の維持管理について相談したい
・共用部分とはどこか？
・大規模修繕工事の契約方法は？
・管理計画認定制度の申請方法は？
・どんな省エネ改修ができるか知りたい

 マンション管理に関する情報が欲しい
 ・他の管理組合と情報交換したい
 ・組合活動に役立つ情報が欲しい

【専門家派遣】
２. ﾏﾝｼｮﾝ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣支援

ﾏﾝｼｮﾝ専門家（ﾏﾝｼｮﾝ管理士・建築士・弁護士等）を理事会等の
場に派遣し、相談に応じます。

初回のみ無料、2回目以降12,650円/回
令和８年度以降原則６回まで
※上記上限に達した管理組合は、翌年度以降、年度当たり１
回まで

【専門家派遣・相談】
３. 顧問導入支援

横浜市ﾏﾝｼｮﾝ専門家に継続して相談しながら管理運営を行う方法
を体験し、今後の顧問の導入を検討できるよう、派遣制度を拡張
した、顧問に近い継続支援を実施します。

ﾏﾝｼｮﾝ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣支援で、派遣回数が上限に達した
管理組合が対象
25,300円/月 ６か月まで
（顧問導入効果PRへの協力等条件あり）

【交流会】
４. ﾏﾝｼｮﾝ管理組合ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業

各区でﾏﾝｼｮﾝ管理の専門家とマンション管理組合の交流会を開催
し、参加者同士の情報交換をしながら、問題解決に向けた話し合
いを行っています。また、年に１度セミナーも開催しています。

原則毎月第一日曜９時30分～
各区で同時開催、参加費無料

横浜市ﾏﾝｼｮﾝ管理組合
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事務局
TEL 663-5459 / 10:00～17:00 (土日祝除)

管理状況に問題がないかチェックしたい 【市の認定】
５. 管理計画認定制度

作成した管理計画について申請し、一定の基準を満たしていれば
管理が適正なﾏﾝｼｮﾝとして認定を受けられる制度です。

申請にあたっては、マンション管理士による事前確認が
必要です。また所定の手数料がかかります。

横浜市建築局住宅再生課
TEL 671-2954 / 8:45～17:15 (土日祝除)

防災力を向上させたい
【市の認定】
６. よこはま防災力向上ﾏﾝｼｮﾝ
認定制度

防災対策を実施しているﾏﾝｼｮﾝを認定し、公表する制度です。
併せて認定を目指す管理組合等にﾏﾝｼｮﾝ防災の専門家団体等を
無料で派遣します。

ﾊｰﾄﾞ対策とｿﾌﾄ対策でそれぞれ認定取得可
専門家団体等の派遣は年度あたり最大５回、２か年度まで

横浜市建築局住宅政策課
TEL 671-4121
8:45～17:15 (土日祝除)

修繕計画・資金計画を見直したい
 ・建物の劣化診断を受けたい
 ・長期修繕計画を見直したい

【費用補助】
７. ﾏﾝｼｮﾝ長期修繕計画作成促進
ﾓﾃﾞﾙ事業

管理組合が行う長期修繕計画作成や見直しに係る費用の一部を
補助します。

①計画未作成又は15年以上見直ししていない
②省エネ改修工事を含めた計画(管理計画認定申請等条件あり)
いずれかが対象、費用の1/2補助、上限20万円 横浜市建築局住宅再生課

TEL 671-2954
8:45～17:15 (土日祝除)バリアフリー工事を実施したい

・共用部や敷地の段差解消、
 手すりの設置を行いたい

【費用補助】
８. ﾏﾝｼｮﾝ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等支援事業

ﾏﾝｼｮﾝ共用部または敷地内の手すり設置・段差解消等の
 バリアフリー整備費用の一部を補助します。

費用の1/3補助、１管理組合当たり上限30万円
手すり工事の場合１戸当たり上限8,000円

省エネ改修工事を実施したい
・寒い家を改修したい
・結露を防ぎたい

９.よこはま健康・省ｴﾈ住宅
 事業者登録・公表制度

「省エネ性能のより高い住宅」の設計又は施工に関する業務に
一定の知見及び技術を有する事業者を検索できます。

詳しくはHPをご確認ください。
https://ecohouse-conso.city.
yokohama.lg.jp/corporation/

横浜市建築局住宅政策課
TEL 671-2922
8:45～17:15 (土日祝除)

電気自動車を充電できるようにしたい
・駐車場にEV充電器を設置したい

【費用補助】
10.集合住宅向け電気自動車等用
充電設備設置費補助金

集合住宅への電気自動車等用充電設備設置に係る費用の一部を
補助します。

補助対象経費から国及び県の補助を除いた額の1/2補助
機器により１基上限10万円又は５万円 横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局

脱炭素ライフスタイル推進課
TEL 671-2661 / 8:45～17:15 (土日祝除)マンションを再エネ電気に切り替えたい 【費用補助】

11.集合住宅再生可能
エネルギー電気導入促進事業

集合住宅への再生可能エネルギー電気の導入を条件とした高圧
一括受電化に必要となる受変電設備等の設置費用の一部を補助
します。

補助対象経費から1/2補助、
１棟あたり850万円又は１戸あたり8.5万円の
うち、低い金額を上限

建物の将来に不安がある 
 ・建替えや建物の将来像を皆で考えたい
 ・住民同士の交流の場を作りたい

【専門家派遣】
12.ﾏﾝｼｮﾝ・団地再生ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
支援事業

長寿命化や建替えの比較など、将来検討の初動期の活動について
勉強会や意見交換等支援するコーディネーターを派遣します。

年度当たり５回、計15回まで、通算４か年まで
支援に要する費用は無料 横浜市建築局住宅再生課

TEL 671-2954
8:45～17:15 (土日祝除)

長寿命化・建替等の比較検討をしたい 【費用補助】
13.ﾏﾝｼｮﾝ再生支援事業

高経年ﾏﾝｼｮﾝの長寿命化・建替え・敷地売却などの比較検討、
合意形成等にかかる費用の一部を補助します。

費用の1/2補助、上限30万円
５年度を限度 ※５年目の補助受領後、15年経過で再補助可

建物の耐震性に不安がある

【専門家派遣】
14.耐震ﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ事業

耐震改修方法や概算費用等、様々なお悩みを解決するため、建築
士等の専門家を派遣し、相談に応じます。 無料（回数制限あり） 横浜市建築局住宅再生課

TEL 671-2954 / 8:45～17:15 (土日祝除)

【費用補助】
15.ﾏﾝｼｮﾝ耐震診断支援事業 耐震診断費用を補助します。 耐震診断：2/3補助

※補助限度額あり
横浜市建築局建築防災課(耐震担当) 
TEL 671-2943
8:45～17:15(土日祝除)【費用補助】

16.ﾏﾝｼｮﾝ耐震改修促進事業 耐震改修設計、耐震改修工事・工事監理の費用を補助します。 設計費、工事監理費の2/3､工事費の1/3補助
※補助限度額あり
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詳しくはHPをご確認ください。
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